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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年３月２６日 ２０時５５分ごろ 

発生場所 山口県宇部市宇部港南東方沖 

 宇部市所在の本山灯標から真方位１０７°６.５海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°５１.０′ 東経１３１°２２.４′） 

事故調査の経過  平成２６年４月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ ケミカルタンカー 六
むつ

和
わ

丸、３４２トン 

   １３５０４２、有限会社六甲船舶 

   ５２.８３ｍ×９.００ｍ×４.１０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成７年１０月 

Ｂ 貨物船 共和
きょうわ

丸、１９９トン 

   １３４５９０、有限会社仲矢海運 

   ５８.３０ｍ×９.６０ｍ×５.４６ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成８年３月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和６３年４月８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２６年２月１９日 

    免状有効期間満了日 平成３１年２月１８日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   五級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 昭和４９年１０月１８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２１年９月２日 

    免状有効期間満了日 平成２７年７月１８日 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷後部外板に破口、左舷ボート甲板に凹損 

Ｂ 船首外板に擦過傷、船首ハンドレールに曲損 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、船長Ａが単独で当直に当た

り、手動操舵で宇部港南東方沖を周防灘航路第１～第６号灯浮標で示

される推薦航路（以下「周防灘推薦航路」という。）の北側をこれに
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沿って西進していた。 

 船長Ａは、約２８２゜（真方位、以下同じ。）の針路及び約１０.５

ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）とし、レーダー及びＧ

ＰＳプロッターを作動させ、他船の視認状況から視程約１Ｍであるこ

とを認めながら航行していた。 

 船長Ａは、レーダーで船首方約５～６Ｍのところに接近してくるＢ

船の映像を認めたのち、Ｂ船を右に見て避けるつもりで、左舵をとっ

て針路を約２７０°とし、前方に相手船が見えてきてから避航しよう

と思い、目視による見張りをしながら、航行を続けた。 

 船長Ａは、船首やや左から現れたＢ船の灯火を約５００ｍの距離で

認めたが、何もすることができずに、平成２６年３月２６日２０時５

５分ごろ、本山灯標から１０７°６.５Ｍ付近において、Ａ船の左舷

後部とＢ船の左舷船首とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂ、一等航海士Ｂ及び甲板員Ｂほか１人が乗り組み、

船長Ｂが、単独で当直に当たり、自動操舵で周防灘推薦航路の北側を

これに沿って東進していた。 

船長Ｂは、約１００゜の針路及び約１１kn の速力とし、レーダー及

びＧＰＳプロッターを作動させ、視界が制限されて視程約５００～６

００ｍであったので、一等航海士Ｂ及び甲板員Ｂを昇橋させて見張り

に当て、航行していた。 

 船長Ｂは、レーダーで船首やや左方のところに接近してくるＡ船の

映像を認め、動静を確認したところ僅かに左舷側に変わっていくよう

に思ったので、レーダーから離れて海図台のところで、自船の船位を

確認し始めた。 

船長Ｂは、操舵室の前方に戻ると、船首方にＡ船の灯火が間近に見

えたので、機関を全速力後進としたが、Ｂ船とＡ船が衝突した。 

 Ａ船及びＢ船は、衝突場所付近で錨泊して待機し、巡視船乗組員の

事情聴取を受けた。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風向 南西、風力 １、視程 約５００～６００ｍ 

海象：潮汐 下げ潮の末期 

 その他の事項 

 

 Ａ船は、廃硫酸３６０ｍ3 を積載し、喫水が船首約２.１ｍ、船尾約

３.８ｍであった。 

 船長Ａは、周防灘に入った当初は、視程は１Ｍであると確認してい

たが、衝突時には視程が約５００～６００ｍとなっていた。 

 Ｂ船は、空船で、喫水が船首約０.８ｍ、船尾約２.７ｍであった。 

Ａ船及びＢ船は、視界制限の状況下、航海灯を点灯していたが、減

速せず、霧中信号を吹鳴していなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、視界制限の状況下、宇部港南東方沖を西進中、船長ＡがＢ

船の映像をレーダーで確認していたものの、目視で確認してから避航

すればよいと思い、目視での見張りに意識を集中して航行を続けたこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、視界制限の状況下、宇部港南東方沖を東進中、船長ＢがＡ

船をレーダーで船首やや左方に確認していたものの、僅かに左舷側を

通過していくように思い、レーダーの見張りから離れ、その後Ａ船が

左転したことに気付かなかったことから、Ａ船と衝突したものと考え

られる。 

原因  本事故は、視界制限の状況下、宇部港南東方沖において、Ａ船が西

進中、Ｂ船が東進中、船長Ａが、Ｂ船を目視で確認してから避航すれ

ばよいと思い、目視での見張りに意識を集中し、また、船長Ｂが、Ａ

船が僅かに左舷側を通過していくように思ったので、レーダーの見張

りから離れ、その後Ａ船が左転したことに気付かなかったため、両船

が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、視界の状況を常時確認すること。 

 ・船長は、視界が制限された中を航行する際、安全な速力とし、霧

中信号を吹鳴すること。 

 ・船長は、ふだんからレーダーの取扱いの習熟に努め、視界制限状

態となった際、レーダーの各種調整を適切に行い、レーダーによ

る見張りを適切に行うこと。 



 

付図１ 推定航行経路図 

 

 

事故発生場所 
（平成２６年３月２６日 ２０時５５分ごろ発生） 
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